
土壌汚染対策法で定める形質変更に係る指定区域

住所 項目

1
小樽市手宮1丁目110番2の一部、110
番3の一部、110番9の一部

鉛及びその化合物

六価クロム化合物
鉛及びその化合物
ふっ素及びその化合物
セレン及びその化合物
砒素及びその化合物

3 小樽市稲穂1丁目9番29、9番30の一部 テトラクロロエチレン
4 小樽市花園4丁目110番の一部 ベンゼン

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

2
小樽市銭函3丁目520番1、520番2、520
番3、520番4

5

小樽市塩谷2丁目4番10の一部、5番の
一部、6番1の一部、7番1の一部、571番
の一部、572番1、572番2、572番3の一
部


